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1．はじめに 

 わが国の土木施設の耐震設計において，その施

設に適切な耐震性能を持たせることは必要不可欠

である．特に港湾構造物は，震災直後の海上交通

による緊急物資の受け入れ等の役割を担っており，

設計段階での岸壁の被災程度の予測及び供用可能

な｢許容変形量｣の設定は重要である．港湾の施設

の技術上の基準(技術基準)では，地震後の岸壁の

暫定利用を可能とする変形量の目安(残留水平変

位 30cm程度)を示しているが，1995年兵庫県南部
地震においては，目安の値を超える残留水平変位

500cm 程度であっても使用されたことが記録に残
っている．しかしながら，被災直後の緊急時にお

ける海上支援船舶の実績データがまとめられてい

る例は，兵庫県南部地震の報告以外にはほとんど

無く，さらに，船種や船の規模，実際にどのよう

な経緯で係船するﾊﾞｰｽを選択したのかという詳細

なところまでのデータを揃えることは困難である．

そこで，本研究では，操船責任者(船長・航海士，
水先案内人等)を対象に，船舶接岸時の着目点につ
いて，ヒアリング調査を行い，｢許容変形量｣への

ユーザー意見の導入を試みた． 

 

２．調査方法 

 本研究は，アンケート形式(主に記述)にて調
査を行った．ヒアリング調査内容は①通常時，岸

壁に船舶を係留するときの着目点 ②被災した岸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁に船舶を係留するときの着目点 とした．図-1

にケーソン式岸壁の地震前後の模式図を示す．地

震時の岸壁本体の海側変位･傾斜，岸壁本体に付属

している防舷材や係船柱の損傷，岸壁前面水深の

変化を，典型的な被災形態として示している． 

 

3．調査結果 

 ヒアリング調査結果をまとめると以下のように

整理できる． 

 ① 通常時，岸壁に船舶を係留する際の着目点 

通常時の船舶係留で防舷材と係船柱が重要で

あり，強度･位置･有効数などが確保されている

かが着目点であった． 

 ② 被災した岸壁に船舶を係留する際の着目点 

被災時においては，船体と岸壁の接点・水深

の確保が重要であった．船体と岸壁の接点は 2

点以上確保し．船長の 1/2 以上の間隔の確保が
必要であった．水深では，喫水の 10％以上を確
保しなければ係留は困難であることがわかった．

被災後は水面下で基礎マウンド・岸壁崩落物な

どによる水深の減少が考えられることから，十

分に注意しなければならない．また，係船柱･

防舷材が健全であることが求められる．但し，

防舷材については，船舶側で空気式防舷材を準

備することや，艀などを用いることで，岸壁に

備えてある防舷材が損傷した場合でも係留可能

となる． 
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図‐1 ケーソン式岸壁 地震前後模式図 
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4．ユーザー側視点を考慮した地震時対応 

 ヒアリング調査より，被災時の船舶係留可否判

断条件が明らかになった．緊急時の船舶係留にあ

たり，船体と岸壁の接点は 2 点以上・船長の 1/2

以上の間隔の確保ができれば，係留可能で有る事

から，1995年兵庫県南部地震の被災岸壁の状況を

整理してみた．当時係船された船舶の船長につい

ては記録が無いことから，緊急物資輸送を目的と

して利用された海上自衛隊所有の輸送艦の船体長

120m，海上支援船として使用されたフェリー等の

船体長 180mとして係留範囲を 60m･90mと設定し

た．図-2には岸壁の被災変形量を示す．法線はら

み出し量とは，岸壁法線の被災前と被災後との差

を指し，法線凹凸変位量とは，法線はらみ出し量

の最小と最大の差と定義する． 

 図-3に最大はらみ出し量と係船実績数の関係を

示す．これより，最大はらみ出し量が 400cm以下

のバースに係船していることがわかる．図-4には，

凹凸変位量と係船実績数の関係を示す．これより，

凹凸変位量が 20cm 以下のバースに係船している

ことが分かる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．結論 

 本研究では操船責任者らが地震後の岸壁利用時

に着目する点を明らかにすることを目的とし，岸

壁を実際に使用するユーザーに対し，アンケート

調査を行った．地震被災直後に岸壁の機能を確保

するためには，構造安定性に加えて，接岸･係留･

荷役を実施するために，以下の項目について検討

する必要があることが明らかになった． 

 

 ① 被災後における係留装置(防舷材，係船柱な
ど)の健全の確保，あるいは予備品の備蓄． 

 ② 船舶要求水深の確保(喫水の 10％以上) 
 ③ 2 点係留に必要な船体長の以上の平行部の

確保 
 ④ 最大はらみ出し量 400cm以下，凹凸変位量

20cm 以下のバースであれば暫定的に係留

可能となる可能性が大きい． 
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バース 

図-2 被災変形量の定義 

図-4 凹凸変位量-係船実績数 
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図-3 最大はらみ出し量-係船実績数 
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